
単品スライド条項の運用の手順 

 

 

請負者（乙） 

 

発注者（甲） 

 

備 考 

 

 

単品スライド請求 

（様式１）（別表１） 

 

 

 

 

 

協議請求 

証明書類等の提出 

（様式３）（別表２） 

（注）協議開始日までに必ず 

提出すること 

 

 

変更額承諾書の提出 

（様式５） 

 

 

 

  工事担当課へ提出 

協議開始日の通知

（様式２） 

スライド請求から７日以内 

 

 

 

 

  工事担当課へ提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <スライド額算定> 

 

 

 

工事担当課へ提出 

 

※１４日以内に協議が 

調わない場合は、甲が 

変更額を決め、通知する。 

（様式６） 

 

 

 

 

 

 

 

変更額協議書の通知 

（様式４）（４－１） 

（４－２） 

 

 

工期末から２ヶ月以上前

※ 周知期間を考慮した

緩和措置あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工期末から４５日前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約検査課より通知、 

変更契約 

 

スライド額協議開始日 

スライド額の決定 

単品スライド適用による変更契約 

工 期 末 

14

日

以

内 


